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 裁判員裁判が始まった。東京地裁で八月三日から、さいたま地裁で八月一〇

日から、それぞれ四日間、市民六人と裁判官三人からなる裁判体で、殺人罪と

殺人未遂罪の審理・判決が行われた。量刑は、前者が懲役一五年（求刑一六年）、

後者が懲役四年六ヶ月（求刑六年）のそれぞれ実刑であった。私は、これらの

審理の模様はマスコミの報道でしか知らないが、起訴事実に争いがないことも

あり、まずは順調な滑り出しであったという印象を受けた。  

 しかし、報道を見ると、様々な批判的意見も寄せられており、その中には、

裁判員制度に反対する根拠として、裁判員に守秘義務や出頭義務が課せられ、

辞退事由が狭すぎる等の意見もあった。私は、本年五月一四日の本欄において、

守秘義務や出頭義務はできる限り緩和し、また、辞退についても真摯なものに

ついてはこれを認め、違反者に対する刑罰権の発動は控えるべきであると主張

した。その理由は、裁判員制度の本質は刑事裁判に市民の健全な常識を反映さ

せ、刑事裁判に対する国民の信頼を確保する点にあるからである。従って、守

秘義務、出頭義務、或いは辞退事由については、これを緩和して出来る限り多

くの市民が参加し易い形に工夫すればよいのであって、これらの批判は本質論

に対する批判ではないと考える。 

 また、市民には負担が重すぎるとの批判もあった。たしかに、今回の裁判の

ように起訴事実に争いがない場合はともかく、有罪か無罪か、或いは死刑か無

期かの判断を迫られる事件にあっては、裁判員の負担は重い。しかし、職業裁

判官もこれらの事件に関しては時間をかけて悩むものである。従って、裁判員

の方々もこの点の負担は避けられない。しかし、事実認定能力は法律に通じて

いるか否かとは関係なく、職業裁判官と裁判員とで差はない。むしろ、どれ程

市民としての健全な常識をもって証拠に向き合うかということである。国民と

して、一生の内に一度くらいこのような立場に身を置いて悩んで頂くことを御



 

 

 

 

 

容赦頂きたい。 

 その他、東京地裁の事件については被告人は控訴したが、控訴の是非論につ

いても意見が寄せられている。しかし、人間の判断には間違いがあり得るとい

うのが、近代国家が控訴権・上告権を保障している理由であることを考えると、

控訴・上告権を否定することはできない。 

 八月二〇日現在、県内における起訴済の裁判員裁判対象事件は、静岡地裁本

庁で殺人二件、強姦致傷一件、沼津支部で殺人、強盗致傷、強盗殺人各一件、

浜松支部で殺人一件である。これらの内、最も早く公判が始まると思われるの

は本庁の強姦致傷事件で、第一回公判は一一月になると予測される。いよいよ

県民が刑事裁判の重要な一翼を担う日が来る。裁判員候補者として裁判所から

呼び出されたら必ず出頭して頂き、裁判員に選任されたら尻込みしないで市民

としての健全な常識を発揮され、疑問点は積極的に証人或いは被告人に質問し

てその責任を果して頂き度い。そして、三年後の運用の検討のために積極的に

その経験を話して頂き度い。また、裁判所・検察庁に対しては、裁判員経験者

の建設的な発言に対しては、守秘義務違反などとして罰則を適用することは控

えるよう願い度い。 
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